
 

  

第 1回 学校運営協議会 （5月 20日・金） 
5月 20日（金）第 1回学校運営協議会を開催しました。主に①令和 4年度学校経営方針

の承認，②新制服について，③家庭学習の充実について活発な協議を行いました。詳しく

は，大木中学校ホームページの会議記録をご覧ください。今後も保護者や地域の方と一緒

になって「地域とともにある学校」を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校通信 
令和４年５月２５日 №２ 

鈴鹿市立大木中学校 

生徒と教職員の笑顔が通う学校 ホームページ  
QR コード  

令和４年度  学校運営協議会委員等  

  役職名  名   前  備   考  

1 委員長  大野ひさ子  
元地域コーディネ

ーター  

2 副委員長  吉田四郎  まちづくり関係者  

3 委  員  樋口比呂麿  まちづくり関係者  

4 委  員  藤井さゆり  主任児童委員  

5 委  員  杉本五月  主任児童委員  

6 委  員  太田  寛   地域関係者  

7 委  員  山中泰成  
若松地区スポーツ

推進委員  

8 委  員  藤田恭江  
長太小地域コーデ

ィネーター  

9 委  員  小林綾子  
箕田小地域コーデ

ィネーター  

10 委  員  森村通和  ＰＴＡ副会長  

11 委  員  神原由明  学校長  

12 地域ＣＯ  塩足真貴子  保護者  

 

【ご意見・ご質問抜粋】  

部活動について  

・部活動の地域移行についてはどのようになって  

いるのか。  

→国等からの具体的な方針が示されていません。  

情報が出てくれば，情報共有を図っていきます。  

・地域人材については，協力していきたい。  

津波避難について  

・防災カルテで「登下校中は箕田小学校へ避  

難します」となっていた。現在の中学生で長太小  

出身者は，避難先を一ノ宮小学校と考えている。  

→一昨年度，市から箕田小への避難について説  

明がありました。箕田小は想定の中で津波が到  

達しないという数値的な理由と聞いています。  

通学靴について  

・通学靴についてはどのように考えているのか。  

→通学靴も生徒へのアンケートをまとめ，生徒会  

を中心に校則の改定を行う予定です。  

家庭学習の充実について  

・メディアコントロールの取組の意味は？Chromebook の持ち帰りが始まると，どこまでがメデ

ィアなのかわからない。スマホを制限するだけなのか。メディアについて，詳しい説明が必要で

ある。→メディアについて詳しい説明を入れていきます。  

部活動までに補食を  

・放課後の部活動までに空腹になる。「 15 時ごろに補食を」といった意見を聞いている。  

→市内の中学校で実施しているところはありません。校長会等で話を聞くなどして回答します。  

 

 

 

※  コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と地域住民等が力

を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」へ

の転換を図るための有効な仕組みです。  



 

 

 学校で大きな地震があり，津波警報が発令された

ら，生徒は箕田小学校へ避難します。鈴鹿市津波

ハザードマップでは，大木中学校は，学校敷

地内の津波最大浸水深さが 0.5～1.0ｍの区域

となっており，津波避難場所として指定され

ていません。平成 26 年箕田小学校が津波浸水

予測区域から外れ，令和 2 年 9 月鈴鹿市からの指導で，大木中学校の一時避難

場所は箕田小学校になっています。   

なお，大木中学校は津波避難ビルとして指定されており，逃げ遅れた方の避

難場所となっています。 

 ただし，登下校時については，箕田小学校が適切な避難場所とならない場合

がありますので，家族で避難場所を決めておくことが大切です。 

 

 
  

勤務時間を意識した働き方を進め，教職員が心身ともに健康を保

ち，子どもたちとの時間を確保するなどよりよい教育実践を図ること

を目的として，下記のとおり留守番電話の設置を行います。夏季休業

（7月 21日）からと設置いたしますので，ご理解とご協力をお願いい

たします。 

 
 

  

【津波避難について】 

津波警報発令時は，箕田小学校へ避難します！ 
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【保護者の皆様へ】 

  夏休み（7 月 21 日）から留守番電話を設置します！ 

【平日】 4～7 月と 9 月・・ 18 時 30 分～翌日 7 時 30 分  

【平日】 10 月～３月・・・・・ 17 時 30 分～翌日 7 時 30 分  

【長期休業期間】  ・・・・・・ 17 時 00 分～翌日 8 時 30 分  

【土・日・祝日・学校閉校日】・・・終日  


